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【参考１】「被災古民家の保存・活用」に向けた動き

○ 被災家屋の解体撤去を進めている一方で 、茅葺や白壁、黒瓦など、環境と調和した景観を形成する
能登の古民家が失われることへの懸念の声が存在

○ 石川県として被災古民家の所有者に、修繕して住み続けることや、建物を活用したい事業者等への
売却・貸出など、解体以外の選択肢を提示

○ 石川県において能登復興建築人会議や全国古民家再生協会と連携し、被災古民家の保存・活用に向けた
相談窓口等を設置

○ 県・市町は、建物所有者が解体を申請した建物について、修繕し利活用する可能性を検討するため解体
の留保を市町に申し出た場合できる限り柔軟に対応、当該建物を除いて公費解体の進捗管理を実施

石川県の取り組み

出典：石川県知事記者会見資料（令和7年1月23日）

資料１－２
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【参考２】これまでの災害における公費解体の状況①

○日本海側最大の半島である能登地域では、金沢市から遠くアクセスルートも限られるなどにより、状況の把握や支援活動拠点
の確保等に困難性があった。また、過疎地域であり高齢化率が高い、建物の全壊割合が高い、相続登記がなされていない場合
があるなどといった、公費解体工事を進める上での課題も数多く指摘された。

※１ 令和2年時点
※２ 全国：令和5年時点、県：平成30年時点、

珠洲市：平成30年時点、輪島市：令和4年
度末時点、能登町：平成30年度時点、穴水
町：令和元年度時点

※３ 珠洲市、輪島市、能登町、穴水町

○阪神・淡路大震災では、倒壊又は焼失した建物について、法務局が調査の上、相当と認
められる場合に、職権滅失登記を実施（発災８ヶ月後以降）。東日本大震災、熊本地震
等、以降の災害においても同様の対応を実施。

○令和６年能登半島地震では、相続等により、共有者が多く存在する場合に、解体申請手
続きが困難であるとの指摘があり、「建物性が失われた倒壊家屋等について、建物の所
有権等が消滅していることから、公費解体・撤去の申請時の共有者全員の同意は不要」
であることを事務連絡・マニュアルにより明確化し、申請書類の合理化・簡素化を実施。
この際、建物性が失われていることを自治体が客観的に判断する１つの手段としての
「公費解体実施前の建物に対する職権滅失登記」も事務連絡・マニュアルに明記。

（参考）能登半島地震の被災地の特徴

【前提】
✓ 建物が倒壊等により滅失したときは、原則として建物所有者からの申請に基づき建
物の滅失の登記がなされる。

✓ しかしながら発災時には、被災者に申請を期待することは困難であることから、法務
省では被災者支援の一環として、不動産登記法に基づき、法務局登記官の職権による
滅失登記（職権滅失登記）を実施。職権滅失登記は市町からの申出等により以下に該
当する建物について実施。
①自然災害等により倒壊・流出した建物②公費解体した建物③自費解体した建物

１.滅失登記について

項目 全国 石川県 奥能登（２市２町※３）

高齢化率（65歳以上の人口割合）※１ 28.7％ 30.0％ 48.9％

住宅の耐震化率※２ 約90％ 82％
珠洲市 51％ 輪島市 約46%
能登町 53％ 穴水町 48％
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【参考２】これまでの災害における公費解体の状況②

２.建物被害棟数に対する解体棟数の割合

災害名
集計
対象

建物被害棟数(棟) 公費解体棟
数(棟)※５

（B）

被害棟数に
対する解体率
（B÷A）住家全壊 住家半壊

住家
床上浸水

非住家
合計
（A）

阪神・淡路大震災※1 神戸市 68,765 51,205 ー 9,542 129,512 65,582 51％

平成28年熊本地震※２ 熊本県 8,657 34,491 ー 12,857 56,005 35,675 64％

平成30年７月豪雨※３ 3県計 6,605 10,075 4,886 4,316 25,882 5,755 22％

岡山県 4,830 3,365 1,541 2,193 11,929 3,254 27％

広島県 1,150 3,602 3,158 ー 7,910 1,512 19％

愛媛県 625 3,108 187 2,123 6,043 989 16％

令和６年能登半島地震※４ 石川県 6,188 19,092 59 36,787 62,126 39,235 63％

(地震) 6,106 18,462 ６ 36,284 60,858 38,900 64％

(水害) 82 630 53 503 1,268 335 26％

※１ 建物被害棟数：平成18年5月19日（消防庁被害報）、住家全壊・半壊にはそれぞれ全焼棟数：6,965棟、半焼棟数：80棟を含む、非住家被害は半壊以下を含む
公費解体棟数：完了実績（災害廃棄物処理事業業務報告書（神戸市、平成10年3月末））、焼失家屋4,190棟を含む

※２ 建物被害棟数：平成31年４月12日時点（内閣府）、非住家被害は半壊以下を含む
公費解体棟数：完了実績（平成28年熊本地震における災害廃棄物処理の記録（平成31年３月、熊本県））

※３建物被害棟数：［岡山県］令和元年７月５日時点（岡山県災害記録誌）、非住家被害は全壊・半壊・床上浸水の合計
［広島県・愛媛県］平成31年１月９日時点（内閣府）、非住家被害は半壊以下を含む

公費解体棟数：［岡山県］完了実績（平成30年7月豪雨災害に係る災害廃棄物処理等の進捗状況について（最終報）（令和２年７月25日、岡山県））
［広島県］令和元年12月末時点（環境省災害廃棄物対策情報サイトより）
［愛媛県］令和２年２月末時点（平成30年7月豪雨に関わる災害廃棄物処理の記録（愛媛県））

※４建物被害棟数：令和７年２月12日時点（石川県HPより）、非住家被害は半壊以上のみ 公費解体棟数：解体見込棟数（公費解体加速化プラン（令和７年１月31日改定、石川県））
※５公費解体棟数には、非住家を含む

○半壊以上の建物被害棟数（住家・非住家）に対する解体率は、熊本地震と能登半島地震では同程度。両災
害ともに阪神・淡路大震災と比べると解体率が高い傾向。※ただし、能登半島地震の被害棟数・公費解体棟数は実績値で

ないことや、阪神・淡路大震災と熊本地震の非住家被害棟数には半壊未満の被害棟数が含まれる点に注意。

○建物被害状況の特徴として、能登半島地震では住家被害より非住家被害の方が大きい。
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【参考２】これまでの災害における公費解体の状況③

災害名
発生年月日

公費解体

災害廃棄物
処理期間

復興計画

受付期間 解体期間
策定に向けての動き

プラン
策定時期

復興までの
スケジュール

阪神・淡路大震災
(平成７年１月17日)

［神戸市※1］

発災2週間
(平成７年１月29日)

～

発災７ヶ月
(平成７年８月31日)

［神戸市］

発災１ヶ月
(平成７年２月13日)

～

発災3年2ヶ月
(平成10年３月)

約３年 発災２ヶ月以降
【阪神・淡路震災復興計画】
⚫都市再生戦略策定懇話会（平成
７年２月）

⚫阪神・淡路震災復興計画策定調
査委員会（平成７年５月）

発災７ヶ月
(平成７年７月)

発災約10年
（平成16年度末）

熊本地震
(平成28年４月14、

16日)

［熊本市］

発災２ヶ月
(平成28年６月22日)

～

発災１年
(平成29年3月31日)

［熊本市］

発災３ヶ月
(平成28年７月19日)

～

発災１年６ヶ月
(平成30年10月22日)

約２年 発災１ヶ月以降
【平成28年熊本地震からの復
旧・復興プラン】
⚫くまもと復旧・復興有識者会議（平
成28年５月）

⚫熊本地震復旧・復興本部（平成
28年６月）

発災４ヶ月
(平成28年８月)
(同年10月改定)
(同年12月改訂)

発災約４年
(平成31年度末)

令和６年
能登半島地震

(令和６年１月１日)

［輪島市］

発災３ヶ月
(令和６年４月１日)

～

発災1年3ヶ月
(令和７年３月31日)

（予定）

［輪島市］

発災４ヶ月
（令和６年５月７日）
緊急解体：発災１ヶ月
（令和６年２月５日）

～

発災１年10ヶ月
(令和７年10月末)

（予定）

約２年３ヶ月

(予定)
発災２ヶ月以降
【石川県創造的復興プラン】
⚫石川県令和６年能登半島地震復
旧・復興本部（令和６年２月）

⚫石川県令和６年能登半島地震復
旧・復興アドバイザリーボード（令和
６年３月）

⚫のと未来トーク（令和６年４月）

発災６ヶ月
(令和６年６月)

発災２年３ヶ月
(短期 令和７年度末)

発災５年３ヶ月
(中期 令和10年度末)

発災９年３ヶ月
(長期 令和14年度末)

○阪神・淡路大震災では、発災後早期の申請受付開始に加え、市発注方式だけでなく、市・所有者・業者の三者契約
方式（現在の自費解体と同様、所有者が解体工事を行う方式）が導入され、事業の促進が進んだ。

○発災後、復興計画の策定時期は熊本地震が最も早く、阪神・淡路大震災と能登半島地震はほぼ同等であった。

３.公費解体の実施期間と復興計画について

※１ 受付期間で、三者契約は平成７年２月20日～平成７年６月30日



5

【参考３】災害対策基本法等の一部を改正する法律案※の概要

※令和７年２月14日閣議決定
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